
空き家・空き地をお持ちの方へ 

「空き家バンク制度」（空き家台帳）への登録及び交渉・契約の流れ 

 

 

ホームページに掲載されている登録事業者リストから、 

物件の売買・賃貸借の媒介を希望する登録事業者を選 

択してください。 

  

 

 

登録事業者と売買・賃貸借の媒介の契約を締結して 

ください。 

(注１) 所有者等が、登録事業者と媒介契約を締結しな

いと判断する場合は、媒介契約を締結する必要はあり

ません。 

 

 

岬町空き家台帳登録申込書（様式第１号）及び岬町空

き家台帳物件登録書（様式第２号）に必要な書類を添

えて提出してください。 

 

 

 

登録物件の概要や間取り図、写真等を岬町のホームペ

ージや窓口で公開します。 

※所有者の氏名・住所等の個人情報は公開しません。 

 

 

 

登録事業者の媒介により、交渉・契約をしてください。 

(注２) 空き家等の所有者等が、登録事業者と媒介契約

を締結しないと判断して登録した空き家等は、空き家

等の利用希望者と直接交渉・契約することができます。 

 

 

※ ①事業者との媒介契約をする方は「１．媒介事業者の選択」から、②媒介契約をせず

希望者と直接交渉・契約をする方は「３．物件の登録」からの流れとなります。 

※ 登録可能な物件は、岬町内に存在する住宅（①賃貸借又は分譲を目的として建築され

た住宅、②売買又は賃貸借することが適さない住宅及び③主として不動産業を営むも

のが所有する住宅を除く）及び土地（主として不動産業を営むものが所有する土地を

除く）。 

※ 空き家等の所有者と購入・賃貸希望者との間における交渉・契約については、岬町は

直接関与しません。また、契約等に関する疑義・紛争等については、当事者間及び登

録事業者間で解決するものとします。 

※ 空き家等の売買・賃貸借等の媒介に係る報酬については、法で定められた範囲内の媒

介手数料が必要となります。 
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１．媒介事業者の選択 

（注１） 

 

２．登録事業者と契約 

（注１） 

 

３．物件の登録 

 

４．物件情報の提供 

 

５．物件の交渉・契約 

(注２) 
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